
米国の飲料水水質規制の枠組みと
水質異常時の対応についての概要
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1. 米国の飲料水水質規制の枠組み

第1種飲料水規則
(National Primary Drinking Water 
Regulations)

第2種飲料水規則
(National Secondary 
Drinking Water 
Regulations)

MCL / MRDL
最大許容濃度/残留消毒剤
最大許容濃度
or 
TT (Treatment Technique)：
処理技術条件

MCLG (Maximum 
Contaminant Level Goal) / 
MRDLG (Maximum Residual 
Disinfectant Level Goal)
最大許容濃度の目標値 / 
残留消毒剤最大許容濃度
の目標値

・法的拘束力無し

・健康にリスクがないと知ら
れているか，期待されるレ
ベル。発がん性物質は原
則ゼロ。

・法的拘束力あり
BAT (Best Available Technology)を使いMCLGにできるだけ
近い値，また，処理費用を考慮に入れる。 発がん性物質
の場合、生涯発がんリスク10-4～10-6を原則としている

SMCL (Second MCL) 
・法的拘束力無し
・美容上の影響

（歯のシミ, 変色等)
・快適性

（味，におい，色等）

参考3

Tier3

Tier2

Tier
1

第1種飲料水質規則の違反あるいは状況のうち、短期

暴露により健康に深刻な悪影響がでる可能性がある
場合

・大腸菌群MCL違反の後に行う試験で、糞便性大腸
菌あるいはE.Coli が検出された時（この 試験ができな
かった時も含む）
・硝酸態窒素 (10 mg-N/L),亜硝酸態窒素 (1 mg-N/L)の
MCL違反 (=超過)、MCL超過後24時間以内に確認サン
プルが採取出来なかったときも含む
・二酸化塩素MRDL違反 (=超過)
・濁度 MCL違反

(州により規定されている場合：2日平均， >5 NTU)
・水系感染症のアウトブレイク
・その他 水由来の緊急事態
・E. coli, enterococci, coliphargeが地下水の原水で検
出された場合

・その他、州飲料水監督官庁で規定された違反や状
況

規則違反時等の
対応：通知（広報）

注) 概要：厳密な定義は原文(65 
FR 26035, May 4, 2000)参照のこと



Tier3

Tier2

Tier
1 第1種飲料水質規則違反あるいは状況のう

ち、健康への深刻な悪影響の潜在性がある
場合：
・Tier 1 以外の全てのMCL, MRDL, TT違反

・モニタリングと測定基準に関する深刻な違
反（健康への影響と違反継続期間を考慮）

第1種飲料水質規則違反あるいは状況：
・Tier 1, 2以外でのモニタリングに関する違反
・Tier 1,2 以外での測定手順に関する違反
など

MCL「超過」と「違反」の違い(*硝酸/亜硝酸以外の化学物質の場合)
• 基本的（測定回数の減免がない場合）には、年4回のサンプルを

測定する。1回のサンプルがMCLを上回ったときは、確認サンプ
ルを取る。最初のサンプルと確認サンプルの平均値がMCLを上
回ったときが「超過」となる。

• （確認サンプルを含めた）過去1年間の移動平均値がMCLを上
回った場合がMCL「違反」となる。つまり、1回のサンプルがMCL
値を「超過」しただけでは「違反」にはならない。

*ただし、硝酸/亜硝酸態窒素の場合は、MCL超過が即座にMCL違
反となる。（急性で深刻な健康影響が懸念されるため）

3-1. 段階ごとの広報の方法について（原則）
Tier 広報の時期 広報の手段

1 違反等を知って
から24時間以内

給水対象（住民＋一時滞在者）に24時間以内に届ける
ため，以下の1つ以上の手段
(1) Broadcast (ラジオやテレビ)
(2) ポスティング, (3) 手渡し, (4) その他

2 (1) 違反等を知っ
てから30日以内
(2) 違反が続く場
合は，原則3ヶ月
ごと

原則，文書によるもの：（違反期間の間、給水されてい
る人）
(1) 郵便かその他の配達による

(2) 他の手段でも良いが，料金を支払わない人などにも
連絡可能な手法によること

(3) ポスティングなど
3 違反等に気づい

てから1年以内
原則，文書による (消費者信頼レポート(CCR)に記載す
るのも可）
定期的に給水を受けている人に連絡できるようにする。

4

その他必要な行動
(1) Tier1のみ：違反等を知ってから24時間以内に、州の監督機関あるいはEPAと

協議を行い、追加して行うべき通知などについて決定すること。
(2) Tier1～3共通：全ての必要な広報通知が完了して10日以内に、住民通知規則

を完全に実施した証明を通知文のコピーと共に州の監督機関に提出すること。



広報に含まなければならない情報
USEPA(2010) Revised Public Notification Handbook, Fig.1 (p.9)

発生した違反に関する記述、潜在的な健康影響を含む

リスクに曝される集団、代替給水を行う必要があるかどう
か

水道システムは問題を解決するために、何をしているか

消費者が取ることのできる行動（煮沸など）

いつ違反が発生し、いつ解決する見込みか

さらなる情報を得るための水道事業体との連絡手段

「この公示をさらに多くの人に流布してほしい」という一言
※病院患者、労働者、ホテル滞在者などを含む
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3-3. 通知例文, USEPA (2010) Revised Public Notification Handbookより

例1: Tier 1 の通知 (24時間以内の通知）
硝酸態窒素がMCL超過(=違反)をした場合

例2: Tier2 の通知 (30日以内の通知）
ある汚染物質がMCL違反をした場合


